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新しい年を迎え､皆さまにはますますお健やかにご活躍のこととお喜び申し上げます。 
昨年も多くの方のご支援をいただき、一年を過ごすことができましこと、誠にありがとうご

ざいました。皆様にとって良い一年になりますようお祈り申し上げます。 
９月の「松の実まつり」のお知らせからご無沙汰しておりましたこと誠に申し訳ございま

せん。「松の実まつり」を無事に開催し、その後秋から冬にかけては､多くの行事に取り組ん

でまいりました。その中で､念願だった作業所の改修のため、一時的に引越しをいたしました。  
心新たに一同がんばっておりますので、今年もよろしくお願い申し上げます。 

 

 

◇ 利用者みんなの新年の抱負です。今年も目標にむかって頑張ります。◇  

 

☆今年は､いろんな事にチャレンジしたいです｡ Ｈ.H 

 

☆ことしは、ぼくは、いのししどしです。しごと、がんばりたいです。りょこうにいきたいです。 

たのしみです。Ｎ．Ｍ  

 

☆ことしは、いろんなことをしたいです。Ｓ.Ａ   ☆今年も健康第一で仕事に遊びに頑張ります｡ Ｎ.Ｔ  

 

☆今年は､自分一人で､買物をしたいです。Ａ.Ｈ    ☆今年も1年健康に過ごしたいです｡Ｔ.Ｍ 

 

☆さをりおりと、ぎゅうにゅうぱっくのせいひんづくりをしたいです。Ｙ.Ｓ 

 
☆今年は自分が出来ることをひとつひとつやっていこうと思います｡ Ｋ.Ｉ 

 

☆今年は､パソコン使って仕事をやりたいと思います｡ Ｍ.Ａ 
 

☆今年は、いろいろな事に挑戦してみたいです｡充実した１年を過ごしたいです。Ｙ.Ａ 

 

☆今年も利用者全員でたすけあっていこう！仲間どうしで仲良くやっていきたい Ｋ.Ｂ 
 

☆今年はけんこうにきをつけたい。 今年自分自しんのほしいものは自分自しんでかいたい。 Ｅ.Ｔ 

 
☆ことしは あまり とばしすきず じぶんの ぺーすをまもる。Ｔ.D 
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＜一時移転のお知らせ＞ 
  

エレベーター設置工事など作業所の改修工事に伴い、その期間、練馬区立光が丘区民センタ

ー６Ｆの一部をお借りして、活動しております。３月中に中村の作業所にに戻る予定でおり

ますが、日にちは未定です。 
○ 住所  〒179-0072 練馬区光が丘２－９－６ 光が丘区民センター６F 
（郵便局扱いのみ転送されています。メール便、宅急便は光が丘の住所でお願いします。） 
 
○ 電話番号 03-3825-1230 又は、松の実の携帯電話 080-1013-7629 
 

○ FAＸ   03-5997-7704（区民センター２Ｆ）松の実訓練作業所宛てでお願いします。 
 
 

照姫貯金箱が､１８年度「ねりコレ」に選ばれました 
 

練馬区の歴史にちなんでいることから､この製品が選定されました。照姫貯金箱は､室町時代

の石神井城主、豊島秦経（としまやすつね）の娘、照姫にちなんだ､フィルムケースを使った
貯金箱です。５００円玉が２０個入ります。ぜひ、ご愛用ください。  １個１５０円 
 
「ねりコレ」とは 
「練馬区商工観光課に選出された商品」以下の条件を満たす商品です。 
1、 練馬区内で新品で販売されていて､誰でも購入できる商品 
2、 練馬区の今昔の地名､歴史や伝説､風物、ゆかりの箸名人にちなんでいることを説明できる
商品 
＊「ねりコレ」は 18年度で 81品になりました。 
 

 
ご報告       特定非営利活動法人取得について 

 
平素皆様には、当作業所の運営につきまして､並々ならぬご支援をいただき､ 
深く感謝申し上げます。このたび松の実訓練作業所は､平成１８年１２月２０日に 
東京都より認証を受け「特定非営利活動法人練馬松の実会」を発足することに 
なりました。つきましては、任意団体「松の実訓練作業所の会」から運営を 
引き継ぐことになりました。くわしいことは追ってご報告させていただきます。 
障害者自立支援法の施行により小規模作業所のあり方が問われる中､利用者の 
支援を通して利用者の福祉向上に努めてまいりたいと存じます。 
今後ともより一層のご支援､ご指導を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

 


